
厚労省通知 認定・更新要件
判断方法・基準等

（地域性を考慮し、総合的に判断）

〈救急医療について相当の知識及び経験を有する医師とは〉
　救急蘇生法、呼吸循環器管理、意識障害の鑑別、緊急手術要否
の判断、緊急検査データの評価、救急医薬品の使用等についての
相当の知識及び経験を有する医師をいう

【認定】
・救急医療に従事する医師が、ＩＣＬＳや
ＡＣＬＳ研修等を受講している。または今
後受講する予定である
・院内でＩＣＬＳやＡＣＬＳ研修等の研修
を実施する。または、他院で行うＩＣＬＳ
やＡＣＬＳ研修等の受講を推奨する
【更新】
・救急医療に従事する医師が、ＩＣＬＳや
ＡＣＬＳ研修等を積極的に受講している
・院内でＩＣＬＳやＡＣＬＳ研修等の研修
を実施している。または、他院で行うＩＣ
ＬＳやＡＣＬＳ研修等の受講を推奨してい
る

【認定・更新】
・研修名、受講者名等の受講状況を指定様
式にて報告

〈エックス線装置とは〉
　透視及び直接撮影の用に供しうる装置

〈輸血及び輸液のための設備とは〉
　輸血のための血液検査に必要な機械器具を含むもの

〈その他救急医療を行うために必要な施設及び設備とは〉
　除細動器、酸素吸入装置、人工呼吸器等

外科等を標榜する病院については、医療法上手術室が必要

〈傷病者の搬送に容易な場所に所在するとは〉
　救急車が通行可能な道路に面している等救急車による搬送が容
易な場所に所在する

〈傷病者の搬入に適した構造設備とは〉
　病院又は診療所内において傷病者を担架等により容易に運ぶこ
とのできる構造設備を意味する

〈専用病床とは〉
　いわゆる救急病室の病床等、専ら救急患者のために使用される
病床

〈優先的に使用される病床を有するとは〉
　専用病床は有していないが、救急患者のために一定数の病床が
確保されている状態を意味する

　各救急病院・救急診療所において、救急処置の後、転送せざる
を得ない救急患者について、これを積極的に受け入れる協力医療
機関をあらかじめ定めておく（資料１　P３　12行目）
　個々の受入体制に関する情報が消防機関に対し適時、適切に提
供される（資料１　P３　14行目）

　認定及び更新の審査に当たっては消防機関、警察本部、医師
会、救急病院等の関係者、学識経験者等の意見を聴く
(資料１　P４ 29行目）

　救急病院又は救急診療所として３年間経過し、更新の申出があ
つた場合、審査に当たっては、その間の救急患者の受入れ実績も
考慮する（資料１　P５　21行目）

【認定】
・毎年、救急患者の受入状況を報告する。
また、受け入れできなかった事例につい
て、判断の是非等について検証を行うとと
もに、改善策を立て、年１回以上、院内で
報告会を開く
【更新】
・毎年、救急患者受入状況を報告してい
る。また、受け入れできなかった事例につ
いて、判断の是非等について検証を行うと
ともに、改善策を立て、年１回以上、院内
で報告会を開いている

【更新】
・受入件数、三次への転送件数とその理
由、受け入れを断った件数とその理由、か
かりつけ患者を除いた受入人数などを指定
様式にて毎年報告
・受け入れ件数が、極端に少ないと思われ
る医療機関については、救急医療協議会の
意見を聞く
・受け入れできなかった事例について、検
証を実施（検証日時、メンバー、院内での
課題の情報共有、今後の改善策など指定様
式にて毎年報告）

【認定】
・救急患者の受け入れ方針や手順を明確に
し、院内に周知する
【更新】
・救急患者の受け入れ方針や手順を明確に
し、院内に周知している

【認定・更新】
・救急患者の受け入れ方針と手順書（救急
担当部門と病棟との連携の手順）を提出

【認定】
・患者が虐待等による暴力等を受けている
可能性を念頭において診療にあたる。な
お、虐待の疑いのある患者（児童や高齢者
等）を発見した場合は、速やかに市町村又
は児童相談所等の関係行政機関に通告（通
報）するとともに、関係行政機関との連携
のもとで患者に対する適切な支援を行うこ
とができる体制がある。
・該当患者（疑）の対応について、院内会
議等で年１回以上、職員に対して周知を行
う
【更新】
・患者が虐待等による暴力等を受けている
可能性を念頭において診療にあたる。な
お、虐待の疑いのある患者（児童や高齢者
等）を発見した場合は、速やかに市町村又
は児童相談所等の関係行政機関に通告（通
報）するとともに、関係行政機関との連携
のもとで患者に対する適切な支援を行うこ
とができる体制がある。
・該当患者（疑）の対応について、院内会
議等で年１回以上、職員に対して周知を
行っている

【更新】
・該当患者（疑）への対応結果について、
指定様式にて報告
・該当患者（疑）の対応について、院内会
議等で周知した日時や対象者、内容など指
定様式にて報告

【認定・更新】
・救急医療協議会の承認を受ける

【認定・更新】
・認定と疑義のある更新については、救急
医療協議会に諮る（特に問題のない更新に
ついては、会長への一任とする）
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救急病院等を定める省令の一
部を改正する省令の施行につ
いて
昭和62年１月14日　厚生省発
健政第３号　各都道府県知事
宛　厚生事務次官通知

ー

救急病院等を定める省令の一
部を改正する省令の施行につ
いて
昭和62年１月14日　健政発第
11号　各都道府県知事宛　厚
生健康政策局長

救急病院等を定める省令の一
部を改正する省令の運用につ
いて
昭和62年１月14日指第１号
各都道府県衛生主管部局長宛
厚生省健康政策局指導課長通
知

設
備
要
件

第
２
号

　エックス線装置、心電
計、輸血及び輸液のための
設備その他救急医療を行う
ために必要な施設及び設備
を有する

－

施
設
要
件

第
３
号

　救急隊による傷病者の搬
送に容易な場所に所在し、
かつ、傷病者の搬入に適し
た構造設備を有する

－

第
４
号

　救急医療を要する傷病者
のための専用病床又は当該
傷病者のために優先的に使
用される病床を有する

－

【認定・更新】
・応需情報の更新を１日２回以上行ってい
る
・年間の更新率が90％以上である

高知県救急病院等の認定及び更新要件（案）

救急病院を定める省令第１条第１項 高知県独自の要件

体
制
要
件

第
１
号

　救急医療について相当の
知識及び経験を有する医師
が常時診療に従事している

〈常時診療に従事するとは〉
　医師が病院又は診療所において常時待機の状態にあることを原
則とするが、搬入された傷病者の診療を速やかに行いうるよう、
施設構内又は近接した自宅等において待機の状態にあることもこ
れに含まれる

【認定】
・応需情報を常時更新する
【更新】
・応需情報を常時更新している

資料1-2 


